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(57)【要約】
【課題】高精度であって、高い費用対効果で製造できる
収納棚ユニットおよびオートメーションシステムを提供
する。
【解決手段】棚スタンド（１４）、および互いからある
距離で配置される２つの棚側部（１０）を含むベースフ
レーム（５）を備え、工作物（８）および／または工作
物パレット（７）および／または工具を収納するために
オートメーションシステム（３）の中で使用するための
収納棚ユニットであって、棚側部（１０）の対向する面
（３３）が、配置装置（６）を取り付けるための接合部
分（５０）を備え付ける、収納棚ユニットであって、ベ
ースフレーム（５）は、人工石から一体型鋳造体として
製造され、接合部分（５０）が、棚側部（１０）の対向
する面（３３）の中の別々に形成される挿入部品として
接着力によって保持される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工作物（８）および／または工作物パレット（７）および／または工具を収納するため
にオートメーションシステム（３）の中で使用するための収納棚ユニットであって、棚ス
タンド（１４）と、互いからある距離で配置される２つの棚側部（１０）とを含むベース
フレーム（５）を備え、前記棚側部（１０）の互いに対向する面（３３）が、載置装置（
６）を取り付けるための接合部分（５０）を備え付ける、収納棚ユニットにおいて、前記
ベースフレーム（５）が人工石から一体型鋳造体として製造され、かつ前記接合部分（５
０）が、互いに対向する前記棚側部（１０）の前記面（３３）の中に別個に形成される挿
入部品として、粘着力によって保持されることを特徴とする、収納棚ユニット。
【請求項２】
　人工石がセメント含有または樹脂結合コンクリートであり、且つ／または塗装可能な表
面を含むことを特徴とする、請求項１に記載の収納棚ユニット。
【請求項３】
　組み合わせられて挿入部品グループを形成する前記挿入部品（５０）が、支持棒（５７
）を収容するためのブッシュとして設計されることを特徴とする、請求項１または請求項
２に記載の収納棚ユニット。
【請求項４】
　挿入部品（５０）が、対向する棚側部（１０）に向かって延在する支持棒（５７）を備
え付け、前記棚側部（１０）の間に収容される載置装置（６）が、少なくとも３つの支持
棒（５７）上に置かれるということを特徴とする、請求項３に記載の収納棚ユニット。
【請求項５】
　前記載置装置（６）が、前記支持棒（５７）上に前記対向する棚側部（１０）の間に摺
動自在の様式で置かれ、且つ／または前記載置装置（６）が、前記載置装置（６）を直線
状に導くために案内棒として設計されている少なくとも１つの支持棒（５７）を確実に取
り囲むことを特徴とする、請求項４に記載の収納棚ユニット。
【請求項６】
　前記載置装置（６）が、前記棚側部（１０）の前記距離に沿って一定である断面を含む
、プリズム輪郭形状の部品として設計され、前記棚側部（１０）の反対側にそれぞれ配置
され、前記支持棒（５７）に結合するための凹部を含む支持プレート（６４）が、前記載
置装置（６）の両端部に設けられることを特徴とする、請求項４または請求項５に記載の
収納棚ユニット。
【請求項７】
　工作物パレット（７）を配置するための複数の凹部（８４）、および心立て要素（７１
）を係合するための少なくとも１つの心立て凹部（７２、７３）を含む配置プレート（７
０）が、前記載置装置（６）の上側（９）上に設けられ、前記心立て要素（７１）が、前
記ベースフレーム（５）に固定され、前記ベースフレーム（５）に対する前記配置プレー
ト（７０）の配置を決定することを特徴とする、請求項４、請求項５、または請求項６に
記載の収納棚ユニット。
【請求項８】
　各棚スタンド（１４）が、前記棚側部（１０）の下に配置されるスタンドブロック（１
６）を備え、結合プレート（１２）が、前記棚側部（１０）によって囲まれる棚凹部と前
記スタンドブロック（１６）によって囲まれるスタンドブロック凹部との間に形成され、
且つ／または前記スタンドブロック（１６）が、互いに対向する表面（２３）上に、鏡像
で配置され、且つフォークリフトトラックによって収納棚ユニット（４）をそのまま運搬
することを可能とするため、フォークリフトのプロングが係合するように設計されている
溝状凹部（２４）を備えることを特徴とする、請求項１から請求項７のいずれか一項に記
載の収納棚ユニット。
【請求項９】
　前記棚側部（１０）の狭い前面（２０）が、前記スタンドブロック（１６）の端面（２



(3) JP 2017-193045 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

１）との共通の接合面に配置され、機械構成要素に機械結合するために設計される、結合
手段および／または心立て手段（２２）が、前記狭い前面（２０）および／または前記端
面（２１）に設けられる、ことを特徴とする、請求項８に記載の収納棚ユニット。
【請求項１０】
　前記スタンドブロック（１６）および／または前記棚側部（１０）が、支持プレート（
２７、３９、４０）に後部で接合されることを特徴とする、請求項８または請求項９に記
載の収納棚ユニット。
【請求項１１】
　前記棚側部（１０）が、前記スタンドブロック（１６）に隣接する第１の支持プレート
（３９）、および前記スタンドブロック（１６）から離れた端領域（４１）の中の第２の
支持プレート（４０）に接合され、透明な覗き窓（４３）によって覆われる矩形の凹部（
４２）が、前記２つの支持プレート（３９、４０）の間に形成されることを特徴とする、
請求項１０に記載の収納棚ユニット。
【請求項１２】
　前記棚側部（１０）が、前記スタンドブロック（１６）に向く端領域（１１）の中に、
各棚側部（１０）の狭い前面（２０）から前記棚側部（１０）の内部後面（３１）まで延
在する楔形拡幅部（３０）を備えることを特徴とする、請求項８から請求項１１のいずれ
か一項に記載の収納棚ユニット。
【請求項１３】
　前記棚側部（１０）が、Ｌ字形断面を含むプリズム輪郭形状部品として設計され、前記
棚側部（１０）の最大外部側面（４４）および前記棚側部（１０）の隣接する外部後面（
４６）が互いに対して直角に配向され、且つ／または前記棚側部（１０）の最大内部側面
（３３）および前記棚側部（１０）の隣接する内部後面（３１）が、互いに対して直角に
、または鈍角に配向されることを特徴とする、請求項１から請求項１２のいずれか一項に
記載の収納棚ユニット。
【請求項１４】
Ｌ字形脚短辺（３６）の端領域に向かって延在する先細部が、前記棚側部（１０）の前記
内部後面（３１）に設けられていることを特徴とする、請求項１３に記載の収納棚ユニッ
ト。
【請求項１５】
　特に加工工具である、少なくとも１つの加工ユニット（１）上の工作物（８）および／
または工作物パレット（７）および／または工具を自動的に交換するためのオートメーシ
ョンシステムであって、マニピュレータと、請求項１から請求項１４のいずれか一項に記
載の少なくとも１つの収納棚ユニット（４）とを備える、オートメーションシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、棚スタンドおよび互いからある距離で配置される２つの棚側部を含むベース
フレームを備える、工作物および／または工作物パレットおよび／または工具を収納する
ためにオートメーションシステムの中で使用するための収納棚ユニットであって、互いに
対向する棚側部の面が、載置装置を取り付けるための接合部分を備え付ける、収納棚ユニ
ットに関する。本発明は、少なくとも１つのそのような収納棚ユニットを含むオートメー
ションシステムに更に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オートメーションシステムは、特にミリングセンタおよび／またはターニングセンタな
ど、多軸マシニングセンタのような加工ユニット上の工作物および／または工作物パレッ
トおよび／または工具を自動的に交換するために使用され、工作物および／または工作物
パレットおよび／または工具のための複数の収納位置を含む区画を有する収納棚ユニット
を備え付ける。オートメーションシステムは、工作物および／または工作物パレットおよ
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び／または工具を収納棚ユニットとマシニングセンタとの間で移動するために、マニピュ
レータ、例えば産業用ロボットなどを更に備える。
【０００３】
　特許文献１、特許文献２、特許文献３および特許文献４は、金属部品またはプレハブコ
ンクリート部品構造のような多くの個々の構成要素から組み立てられた収納棚ユニットを
開示しているが、このような収納棚ユニットにおいては、個々の構成要素の寸法の製造公
差が収納棚ユニットの組立体の中で積み上がるから、正確な自動載荷および除荷ができる
ように、個々の収納棚ユニットを位置合わせし、測定する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】独国特許第３３　２０　７６２号Ａ１明細書
【特許文献２】欧州特許第１　７３３　８４０号Ａ１明細書
【特許文献３】独国特許第１０　２００９　０４０　８１１号Ａ１明細書
【特許文献４】米国特許第３　６４３　８１４号Ａ明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、高精度であって、高い費用対効果で製造できる収納棚ユニットおよびオート
メーションシステムを提供するという課題に基づいている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記に言及されるタイプの収納棚ユニットについて、この課題は請求項１の特徴によっ
て解決される。本発明によれば、ベースフレームが、人工石から一体型鋳造体として製造
され、接合部分が、棚側部の互いに対向する面の中に粘着力／接着力によって保持される
別々に形成される挿入部品である。
【０００７】
　ベースフレームが人工石から一体型鋳造体として製造されるので、収納棚ユニットの中
に工作物および／または工作物パレットおよび／または工具の正確な配置のために必要な
すべての基準面および基準幾何形状が、ベースフレームのための鋳造工程の中で既に生成
され、ベースフレームを製造するために使用される再利用可能な鋳型によって決定される
。したがって、これらの基準面および基準幾何形状は、鋳型の公差によって、および無形
の塊として最初に鋳型の中に導入され、次いで鋳型内で硬化される人工石材料の特性によ
ってのみ決定される公差を含む、互いに幾何形状の関係にある。したがって、一体型設計
の結果として、個々の構成要素の公差からの影響を受けないが、従来技術によれば、構成
要素の公差を収納棚ユニットの中で考慮しなければならず、従来技術によれば、最初から
緊密な公差を提供する目的で、個々の構成要素のための複雑な製造工程が発生し、および
／または収納棚ユニットを確立し、それをオートメーションシステムの中に統合する場合
に実施する必要がある困難な測定作業が発生する。人工石材料の使用に起因して、化学結
合工程に基づく硬化は、熱影響が少なく、考慮に入れなければならない熱変形がわずかに
過ぎず、金属鋳造工程の使用に伴う熱変形に比較するとかなり少ない。人工石材料は、収
納棚ユニットの使用中に周囲温度が変動する場合、考慮に入れなければならない熱膨張係
数に関して、および／または硬化工程の中で材料の収縮に関して、適切な添加物を選択す
ることによって、用途のために更に最適化され得る。棚側部上に載置装置を幾何学的観点
から正確に配置するために、棚側部は、特に金属部品であり、粘着力によって棚側部の中
に保持され得る挿入部品を備え付ける。好適には、最初に無形の人工石材料のための鋳造
工程の前に、挿入部品が鋳型の中に取り付けられ、鋳型に、挿入部品用の適切な受口が備
え付けられる。このようにして、挿入部品の互いに対する、および鋳造工程の中で形成さ
れる棚側部に対する高精度な位置合わせが保証され得る。更に有利なことに、挿入部品は
、硬化工程の中で粘着力によって直接人工石材料に結合され、最初、無形の人工石材料が
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、剛性の人工石の本体となる。更に、挿入部品が、少なくともいくつかの領域の中で、特
にアンダーカットされた輪郭形状である外部幾何形状を含み、それによって、人工石材料
の中の挿入部品の確実な配置を保証することができる。最初は無形の人工石材料の化学成
分によっては、硬化工程中に人工石材料のわずかな収縮が存在する可能性があり、それが
いわば、人工石材料の挿入部品に対する収縮を発生させ、それによって棚側部の中の挿入
部品の信頼性のある固定を同様に支持する。
【０００８】
　本発明の更に有利な発展が、従属項の発明の主題である。
【０００９】
　人工石がセメント含有または樹脂結合コンクリートであり、および／または塗装可能な
表面を含む場合は好都合である。人工石は、接合剤および岩石粒の混合物から形成され、
骨材とも説明される岩石粒は、例えば砂利および砂から構成することが可能である。接合
剤は、例えばセメントまたは合成樹脂であってもよく、岩石粒の成分および接合剤の選択
、ならびに使用され得る化学添加剤に依存して、このことが人工石の特性の設定に大きな
自由度を提供する。人工石が塗装可能な表面を含む場合、このことによって、費用対効果
が高く、ならびに技術的および視覚的に高品質の仕上げをベースフレームのために促進す
るので特に有利である。この仕上げ作業によって、湿気、および／または油、および／ま
たはオイルミストおよび／または冷却潤滑油など環境影響に対するベースフレームの永久
的な封止、ならびにベースフレームの視覚的に魅力的な面スタイルを得ることができる。
【００１０】
　本発明の一実施形態では、組み合わせられて挿入部品グループを形成する挿入部品が、
特に、支持棒を収容するためのブッシュ、特にねじ付きブッシュとして設計される。支持
棒の助けを借りて、次いでブッシュによって、載置装置を多数の異なる配置に棚側部上に
取り付けることが可能になり、その結果、載置装置は、収納棚ユニットの中に配置される
べき物品の幾何形状に適するように配置され得る。好適には、ブッシュは、スリーブ形状
であり、好適には金属構成要素、特に鋼製構成要素である。人工石と粘着接触する外面で
、人工石と有利な粘着接合するために予備部品にコーティングを施すことができる。加え
て、または代替として、人工石の中に信頼性のある確実な配置のために、挿入部品の外面
上に輪郭を設けることができる。挿入部品がねじ付きブッシュとして設計され、したがっ
て人工石の中にねじ込み工程に伴うトルクをそらすために適切である必要がある場合、こ
のことは特に重要である。
【００１１】
　例えば、ねじ付きブッシュが、追加の構成要素、特に支持棒を特に適切なねじによって
棚側部上にねじ取付けするための雌ねじを含んでよい。挿入部品の輪郭形状が、収納棚ユ
ニットの中に配置され、または収納棚ユニットから取り出される物品の取り扱いに悪影響
を及ぼさないように、挿入部品が棚側部内で同一平面であると有利である。
【００１２】
　好適には、挿入部品に、対向する棚側部に向かって延在する支持棒が設けられ、棚側部
の間に収容される載置装置が、少なくとも３つの支持棒上に置かれる。好適には、棚側部
内において、後に載置装置を担持するこれらの挿入部品にのみ支持棒が設けられ、一方で
、棚側部内の余分の挿入部品は支持棒のない状態に置かれる。支持棒は、例えば円形筒状
スリーブとして設計されてよく、機械ねじによってねじ付きブッシュ挿入部品上に固定さ
れる。棚側部の間に水平に収容される、工作物および／または工作物パレットおよび／ま
たは工具を収容するための少なくとも１つの載置装置が、特に全体的に、少なくとも３つ
の支持棒上に置かれ、載置装置の重量、ならびに載置装置に配置される工作物および／ま
たは工作物パレットおよび／または工具の重量の信頼性のある導入を保証する。好適には
、載置装置は、対で配置される支持棒上に両側上に置かれる。特に好適な実施形態では、
載置装置が、それぞれ３つの支持棒上に両側上に置かれることが好ましい。
【００１３】
　載置装置が、支持棒上に対向する棚側部の間に摺動自在に配され、特に正確な並進１自
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由度で摺動自在に配され、且つ／または載置装置が、載置装置を直線状に導くために案内
棒として設計されている少なくとも１つの支持棒を確実に取り囲む場合、有利である。載
置装置を棚側部に対して摺動自在に、したがって浮動取付けすることによって、そうでな
い場合において載置装置から棚側部の中に支持棒の長手方向へ導入され、その結果、棚側
部上に作用する望ましくない曲げモーメントを発生させる力を分離することを保証する。
各載置装置が、工作物および／または工作物パレットおよび／または工具を搭載されるこ
とによって歪む場合にそのような力が発生するが、載置装置と棚側部との間が完全に結合
されている場合には、これによって引張力が棚側部上に作用することになろう。好適には
、載置装置が棚側部に対して並進の自由度である正確に１自由度の移動を含む。例えば、
載置装置と支持棒との間に、所望の並進自由度から離れる空間方向への確実な結合が存在
するような様式で、載置装置が、支持棒の少なくとも１つを取り囲むことによって、この
ことが達成され得る。例えば、この目的のために、載置装置に凹部が設けられ、その凹部
は、各支持棒の外側幾何形状に合致し、支持棒は、載置装置を直線状に導くための案内棒
として使用され得る。
【００１４】
　本発明の有利な更なる発展例では、載置装置は、棚側部の距離に沿って一定である断面
を含む、プリズム輪郭形状の部品、好適には押出成形されたプラスチック輪郭部品、およ
び特に好適にはアルミニウム押出部品、特に薄鋼板型部品として設計され、載置装置の両
端部には、それぞれ棚側部に対向するように配置され、支持棒に結合するための凹部を有
する支持プレートが設けられる。好適には、載置装置は、水平面に位置合わせするために
設けられたプレート状基体を含み、その基体の上側面は、工作物および／または工作物パ
レットおよび／または工具を配置するために設計され、図示の実施形態では、この目的の
ために平坦である。基体の下側に、上側面に対して直角に延在する支持部またはストラッ
トを設けることが可能であり、それによって基体のための補剛が提供される。棚側部内に
配置される支持棒に結合するために、載置装置は、端部で支持プレートを備え、支持プレ
ートは、穴および／または側方に開放する凹部を備え付けることができて、棚側部上の載
置装置上に所望される、特に浮動取付けを保証する。
【００１５】
　好適には、工作物パレットを配置するための複数の凹部、および心立て要素を係合する
ための少なくとも１つの心立て凹部を含む配置プレートが、載置装置の上側面上に設けら
れ、心立て要素が、ベースフレームに固定され、ベースフレームに対する配置プレートの
配置を決定する。配置プレートは、配置プレートの凹部の中に収容され得る１つまたは複
数の工作物パレットの配置を決定するという用途を含む。好適には配置プレートの中に高
精度に製造される凹部とベースフレームの間の関係をできる限り正確なものとするために
、配置プレートは、同様に高精度に、かつ凹部に対する緊密な公差によって製造される少
なくとも１つの心立て凹部を含む。心立て凹部は、ベースフレームに固定される心立て要
素の対応する基準面と面接触するために設計される少なくとも１つの基準面を含む。これ
によって、心立て要素、配置プレートおよび配置プレートに固定される工作物パレットの
ための高精度な配置の間で正確な関係が保証される。
【００１６】
　本発明の更なる発展例では、各棚スタンドが、棚側部の下に配置されるスタンドブロッ
クを備え、結合プレートが、棚側部によって囲まれる棚凹部とスタンドブロックによって
囲まれるスタンドブロック凹部との間に形成される。スタンドブロックは、基部上に、特
に機械架台または基部上に収納棚ユニットを置く台として機能し、収納棚ユニット、なら
びに収納棚ユニットの中に収容される工作物および／または工作物パレットおよび／また
は工具の重量を基部にそらす。棚側部およびスタンドブロックを安定して結合するために
結合プレートが提供され、結合プレートには、好適には水平面に延在する最大面が設けら
れ、人工石鋳物として棚側部およびスタンドブロックと一緒に一体に製造される。例えば
、収納棚ユニットの高さおよび／または傾斜を更なる機械構成要素に合致させるために、
垂直に調節可能な脚を、棚側部から離れたスタンドブロックの下側上に取り付けることが
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できる。
【００１７】
　スタンドブロックが、特に鏡像に配置され、フォークリフトトラックによって完全な収
納棚ユニットの運搬を促進するためのフォークリフトプロングが係合するように設計され
ている溝状凹部を有することが好都合である。
【００１８】
　好適には、棚側部の狭い前面が、スタンドブロックの端面との共通の接合面の中に配置
され、狭い前面および／または端面が、機械構成要素に機械結合するために設計される、
結合手段および／または心立て手段、特に突出部および／または凹部を備え付ける。この
ようにして、収納棚ユニットと、特に者の機械ベッドである機械構成要素との間の有利な
結合を得ることができる。実施例として、収納棚ユニットと機械構成要素との間の接合面
が、オートメーションシステムを形成するための機械構成要素に対する収納棚ユニットの
正確な位置合わせのために互いに対応する結合手段および／または心立て手段を備える。
【００１９】
　特に、スタンドブロックおよび／または棚側部の後部にストリップ状である支持プレー
トが設けられると有利である。これによって、収納棚ユニットを安定させる。支持プレー
トの最大面が、好適には、スタンドブロックの接合面に対して平行に、かつ棚側部の狭い
前面に平行に、特に垂直の空間方向へ延在する。例えば、支持プレートはストリップ状で
あり、特に矩形断面を含み、支持プレートの最長縁部が、好適には水平方向へ延在する。
好適には、支持プレートは矩形幾何形状を含む。
【００２０】
　本発明の有利な追加の発展例では、棚側部が、スタンドブロックに隣接する第１の支持
プレート、およびスタンドブロックから離れた端領域の中の第２の支持プレートに接合さ
れ、特に透明な覗き窓によって覆われる、好適には矩形の凹部が、２つの支持プレートの
間に形成される。互いからある距離で配置され、その最長縁部が好適には水平方向へ配向
される第１の支持プレートおよび第２の支持プレートの助けを借りて、収納棚ユニットの
かなりの安定性が達成される。２つの支持プレートの間に形成され、好適には安全性の理
由から透明な覗き窓によって覆われている凹部によって、収納棚ユニットの中の工作物お
よび／または工作物パレットおよび／または工具を見ることが可能になる。このようにし
て、マニピュレータは、所与の時間で収納棚ユニットの中に収納される量の全体図を得る
ことができる。
【００２１】
　本発明の更なる発展例では、棚側部が、スタンドブロックに向く端領域の中に、各棚側
部の狭い前面から棚側部の内部後面まで延在する楔形拡幅部を備える。この拡幅部は、棚
側部の中に導入され、スタンドブロックの中にそらされる特に曲げモーメントに関して、
棚側部とスタンドブロックとの間に有利な力の流れを促進する。このために、棚側部の一
部が、楔形に、好適には垂直方向へ拡張され、それによってスタンドブロックとの結合領
域の中に力の分配が得られ、その結果、人工石材料の中の内部応力が、所定の最大応力レ
ベル未満に常に保たれる。好適には、楔形拡幅部は、棚側部の深さ全体の少なくともほと
んどに亘って延在して、人工石材料の中の望ましくない応力ピークを回避する。
【００２２】
　棚側部が、Ｌ字形断面を含むプリズム輪郭形状部品として設計され、棚側部の最大外部
側面および棚側部の隣接する外部後面が互いに対して直角に配向され、且つ／または棚側
部の最大内部側面および棚側部の隣接する内部後面が、互いに対して直角に、または鈍角
に配向される場合、有利である。棚側部の最大外部側面および棚側部の隣接する外部後面
が、好適には平坦である。挿入部品が配置され、支持棒が取り付けられ得る、棚側部の最
大内部側面が、好適には平坦である。例えば、最大内部側面が、最大外部側面と共に鋭角
を取り囲み、その結果、棚側部が内部後面から狭い前面に向かってわずかに先細になり、
それによって鋳型からの脱型を支持することができる。更に、棚側部の内部後面を、棚側
部の外部後面に平行に配向することができる。
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【００２３】
　本発明の更なる発展例では、棚側部の内部後面が、Ｌ字形脚短辺の端領域に向かって延
在する先細部、特に傾斜面を備える。この先細部は、支持プレートを設ける場合、棚側部
と支持プレートとの間の移行部で力の有利な流れを促進する。内部後面と外部後面との間
にＬ字形脚短辺が、棚側部の最大外部側面と最大内部側面との間の材料厚みの１．５～３
倍に及ぶ厚みを有する場合、これは特に重要である。この先細部によって、収納棚ユニッ
トに局所的な損傷を与える可能性がある局所的なピーク力を、人工石材料の中で回避する
ことが可能となる。
【００２４】
　上記に言及される種類のオートメーションシステムについて、本発明の課題は、請求項
１５の特徴によって解決される。本発明によれば、オートメーションシステムが、特に加
工工具である、少なくとも１つの加工ユニット上の工作物および／または工作物パレット
および／または工具を自動的に交換するために設計され、特に産業ロボットであるマニピ
ュレータと、請求項１から請求項１４のいずれか一項に記載の少なくとも１つの収納棚ユ
ニットとを備える。特に多軸産業ロボットとして設計され得るマニピュレータの助けを借
りて、工作物および／または工作物パレットおよび／または工具を収納棚ユニットから加
工ユニットまで供給することができ、逆の操作で、これらを収納するために収納棚ユニッ
トの中に配置することができる。マニピュレータが、収納棚ユニットに合致する機械的接
合部分を備え、特に人工石でできた機械ベッド上に収容されれば有利である。これによっ
て、収納棚ユニットおよび機械ベッドの対向する接合部分に設けられる結合手段および／
または心立て手段を使用して、収納棚ユニットをマニピュレータに対して確実にかつ正確
に配置することが保証される。
【００２５】
　本発明の有利な実施形態は、図面の中に図示される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】オートメーションシステムが結合されている加工ユニットの斜視図である。
【図２】図１によるオートメーションシステムの中で使用するための収納棚ユニットの斜
視図である。
【図３】工作物および工作物パレットがない状態の、図２による収納棚ユニットの正面図
である。
【図４】図３による収納棚ユニットの垂直断面図である。
【図５】図３による収納棚ユニットの上面図であり、配置プレートの領域についての拡大
詳細図を含む図である。
【図６】棚側部上の２つの載置装置の取付けの拡大斜視図である。
【図７】図４による載置装置が嵌合されている棚側部の拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図示の実施形態では、図１に示される加工ユニット１が、ミリング作業のためのマシニ
ングセンタとして設計され、ロック装置２を備え、ロック装置２を通して、詳細には示さ
れない工作物および工具が、加工ユニット１の詳細には示されない加工場所の中に供給さ
れ、そこから取り出され得る。ロック装置２はオートメーションシステム３に結合され、
オートメーションシステム３は、工作物および工具を加工ユニット１が利用できるように
し、加工ユニット１からそれらを取り出す仕事をする。オートメーションシステム３は、
工作物および工具を移動させるために使用される特に産業ロボットである詳細に示されな
いマニピュレータ、および以下に詳細に説明される収納棚ユニット４を備える。加工ユニ
ット１をロック装置２およびオートメーションシステム３に結合することによって、加工
ユニット１の拡張された自動的作業が保証され得る。この中で、複数の工作物が、収納棚
ユニット４から連続的に取り出され、加工ユニット１の加工場所の中に供給されることが
でき、加工された工作物が、加工場所から取り出され、収納棚ユニット４に戻され得る。
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工作物の目標の加工を保証するために、収納棚ユニット４の中の正確に事前設定され得る
位置に工作物が配置されれば有利であり、その結果、工作物が加工ユニット１の加工場所
の中に供給される間、理想的なことに、工作物を配向するための追加の手段が不必要であ
り、各工作物が即座に加工され得る。
【００２８】
　図２によれば、図２から図７により極めて詳細に示される収納棚ユニットが、ベースフ
レーム５を備え、ベースフレーム５は、配置プレート７０を含む複数の載置装置６を収容
し、載置装置６は、例えばそれぞれ工作物８を含む３つの工作物パレット７を支持する。
各載置装置は、各配置プレート７０のための配置面として機能する平坦な最大面９を含み
、各配置プレート７０は、工作物パレット７を配置するために使用でき、その最大面７４
は、好適には水平に配向される。
【００２９】
　以下の説明の中で使用される「水平」および「垂直」という用語は、実施例として、図
１に示される様式で収納棚ユニット４が使用される、収納棚ユニット４の典型的な応用に
指定される。
【００３０】
　人工石でできているベースフレーム５は、略Ｕ字形であり、ベースフレーム５の自由な
Ｕ字形脚は棚側部１０によって表され、棚側部１０は、結合プレート１２によって端領域
１１において互いに結合される。結合プレート１２の下側面１５上に、スタンドブロック
１６が、棚側部１０の延在部として形成される。結合プレート１２およびスタンドブロッ
ク１６は、棚側部１０が上に取り付けられる棚スタンド１４を形成する。
【００３１】
　図示される実施形態の中で水平方向に、平坦に配向される棚側部１０の上側面１７の上
に、上部および前部に向かって開く保護カバー１８が、工作物８の上部列を保護するため
に前部が設けられている。保護カバー１８は、例えば、曲げられた金属シート部分であっ
てよく、棚側部１０の上側面１７にボルトで固定することが可能である。
【００３２】
　棚側部１０の狭い前面２０は、例えば、スタンドブロック１６の端面２１との共通の接
合面（詳細に図示せず）の中に配置され、対応して設計される、オートメーションシステ
ム３のマニピュレータの接合面（図示せず）に収納棚ユニット４を結合するために使用さ
れ得る。図示の実施形態では、先端を切ったような形のピラミッドの形態の突出部２２が
、スタンドブロック１６の各端面２１上に形成され、突出部２２は、オートメーションシ
ステム３のマニピュレータ上の対応する凹部（図示せず）に係合することができ、オート
メーションシステム３に対する収納棚ユニット４の正確な配置を保証することができる。
【００３３】
　図２および図３の例示が示すように、例えば、矩形であるスタンドブロック１６は、対
向する表面２３の中に溝状凹部２４を含み、凹部２４が、図示の実施形態では、スタンド
ブロック１６の最長縁部２５に沿って延在する。この最長縁部２５の寸法は、収納棚ユニ
ット４の深さとして以下に更に説明される。
【００３４】
　図４に特に明確に見ることができるのであるが、スタンドブロック１６の端面２１から
離れた後側２６において、スタンドブロック１６の間に底部支持プレート２７が延在し、
図４の断面図によれば、支持プレート２７は、一定の矩形断面、したがって一定の壁厚を
含み、図３に示すように溝状凹部２４が貫通する。収納棚ユニット４を有利な様式で運搬
するために、溝状凹部２４は、フォークリフトのプロング（図示せず）が収納棚ユニット
４に係合することを可能にする。フォークリフトトラックのプロングの典型的な輪郭形状
に有利に合致することを保証するために、したがって、フォークリフトトラック上に運搬
される場合、収納棚ユニット４に対してできる限りわずかな傾斜を保証するために、溝状
凹部が、スタンドブロック１６の後側２６から開始して端面２１に向かってわずかな先細
部を含む場合、特に好適である。
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【００３５】
　図２および図３の例示は、更に、棚側部１０が、スタンドブロック１６に隣接する端領
域１１内の垂直寸法の中に楔形の拡幅部３０を含むことを示す。加えて、この拡幅部３０
は、各棚側部１０の狭い前面２０から、棚側部１０の内部後面３１まで水平方向に延在し
、それが図３、図４、図５および図６に見ることができる。拡幅部３０は、棚側部１０と
スタンドブロック１６との間に有利な力の流れを促進する。図示される実施形態では、拡
幅部３０によって、傾斜面３２が棚側部１０の最大内部側面３３に隣接し、図示の実施形
態では、約１６５°の鈍角を内部側面３３と共に取り囲む。図２、図３および図４が示す
ように、最大内部側面３３と同様に、傾斜面３２は、内部後面３１、及び最大内部側面３
３に平行に延在する内部後面３１の最長縁部３４に対して直角に隣接する。図３では、内
部後面３１は、単なる例として、ストリップ状且つ平坦であり、棚側部１０の拡幅部３０
によって端領域１１の中で先細になることがわかる。
【００３６】
　図２、図３、図４および図５の例示は、更に、第２の傾斜面３５が内部後面３１に隣接
し、傾斜面３５の最長縁部が、内部後面３１の最長縁部３４と同一であり、図５の中に見
ることができる棚側部１０のＬ字形輪郭のＬ字形脚短辺３６の楔形端部先細部に接するこ
とを示す。図示の実施形態による棚側部１０のＬ字形脚短辺３６の設計のために、壁厚３
７がＬ字形棚側部１０のＬ字形脚長辺４５の壁厚３８の概ね２倍に相当するので、Ｌ字形
脚短辺３６は、最大内部側面３３に垂直に配向される曲げ力に対して、棚側部１０の曲げ
剛性を高めるために大いに役立つ。
【００３７】
　２つの対向する棚側部１０の更なる安定性が、図４および図５に示される支持プレート
３９、４０によって得られる。棚側部１０の第１の支持プレート３９としても説明され得
る中間支持プレート３９が、スタンドブロック１６の底部支持プレート２７に直接隣接し
、図４の図示によれば、少なくとも略矩形の輪郭を含む。棚側部１０の第２の支持プレー
ト４０としても説明され得る上部支持プレート４０が、対向する棚側部１０の間に、例え
ば上方端領域４１の中に延在し、棚側部１０の上側面１７と同一平面である。２つの支持
プレート３９、４０が、棚側部１０のＬ字形脚短辺３６と一緒に、例えば矩形である、凹
部４２に接する。この凹部４２は、収納棚ユニット４の中の工作物８のための覗き窓とし
て機能し、安全性の理由から図示される実施形態では透明ガラス板４３によって覆われて
いる。
【００３８】
　図５の上面図によれば、棚側部１０の各Ｌ字形脚長辺４５が、例えばＬ字形脚短辺３６
から出発して、狭い前面２０に向かって先細になる。棚側部１０の互いに対向する最大内
部側面３３が、例えば約４°の鋭角で取り囲み、一方で、互いに背向くように離れて面す
る棚側部１０の最大外部側面４４が、例えば平坦であり、互いに対して平行に配向される
。更に、棚側部１０の外部側面４４が、棚側部１０の外部後面４６に垂直に配向される。
【００３９】
　図２、図４、図６および図７の例示は、棚側部１０の最大内部側面３３に複数の挿入部
品５０が設けられ、挿入部品５０は、例えば格子状様式で配置されることを示す。図示さ
れた実施形態では、挿入部品５０は、水平方向５１に第１のピッチ５２および垂直方向５
３に第２のピッチ５４を有する。図示の実施形態では、挿入部品５０は、雌ねじ５５を含
むねじ付きブッシュとして設計され、人工石材料と結合するために、鋳型が最初に無形の
人工石材料によって充填される前に、図面の中に図示されない鋳型の中に配置される。図
示の実施形態では、挿入部品５０の長手方向軸線５６が、棚側部１０の対向する最大内部
側面３３の面間隔（図面の中に図示せず）に平行に配向され、その結果、対向する棚側部
１０の互いに対向する挿入部品５０が、同軸の長手方向軸線５６を含む。好適には、挿入
部品５０が最大内部側面３３に対して後部に向かってオフセットされ、挿入部品５０の環
状端面（詳細に図示せず）が、長手方向軸線５６に横方向に配向される接触面（図示せず
）の中に各場合に配置される。
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【００４０】
　図６および図７が示すように、載置装置６を配置するために、互いに隣接して水平方向
５１へそれぞれ配置される３つの挿入部品５０が、支持棒５７に嵌合され、支持棒５７は
、例えば円形筒状スリーブとして設計され得、機械ねじ５８によって各挿入部品５０に固
定される。端面は詳細に図示しないが、各支持棒５７は、挿入部品５０の対向し、対応す
る環状端面（図面の中で識別されない）上に支持される。
【００４１】
　図６および図７は、載置装置６の輪郭を示す。単に例として、載置装置６は、金属シー
ト部分６０を備え、金属シート部分６０は、各場合に最長縁部５９に沿った端部でＵ字形
に曲げられ、その最大面は、載置装置６の表面を形成する。Ｌ字形補強輪郭６３を、例え
ば中心軸線６１から対称的な距離で、金属シート部分６０に溶接することができ、金属シ
ート部分６０の下側６２上に鏡像構成に配置される。各金属シート部分６０は、端部にお
いて支持プレート６４を割り当てられ、その最大面６５が最長縁部５９に対して横方向に
配向され、支持プレート６４は、例えば２つの開放凹部６６、および中央に配置され、支
持プレート６４の中の穴として設計される１つの閉鎖凹部６７を有する。開放凹部６６お
よび閉鎖凹部６７は、何れも各支持プレート６４が支持棒５７に対して直線状に移動でき
るように形成されている。開放凹部６６は、更に支持プレート６４の少なくとも１つの第
２の空間方向へ移動を許容するが、一方、閉鎖凹部６７は、支持プレート６４が支持棒５
７に対して正確に直線状移動の１自由度で移動するように制限する。
【００４２】
　載置装置６を棚側部１０の間に配置するために、２つの外側支持棒５７が、棚側部１０
に最初にボルトで固定され、そうすると載置装置６が上部に配置されることができる。こ
の工程では、開放凹部６６が２つの外側支持棒５７に接触するようになる。載置装置６を
確実に固定するために、次いで追加の支持棒５７が閉鎖凹部６７を通って押され、挿入部
品５０にボルトで固定される。
【００４３】
　図６に示されるように、例えば、配置プレート７０を取り付けるための複数のねじ付き
ブッシュ６８が載置装置６上に設けられ、この配置プレート７０によって工作物パレット
７の配置が可能となる。
【００４４】
　図５の拡大された詳細図が示すように、配置プレート７０は、平坦な下側７５および平
坦な上側７６を含む平行なプレート面として実施されることが好ましいのであるが、図示
される実施形態では、スルーホールによって表される心立て凹部７２、７３が設けられて
いる。心立て凹部７２、７３は、例えばＴ字形断面を有し、対向する側面７７および隣接
する内面７８が、心立てピン７１の確実な係合のための基準面として設計されている。図
示される実施形態では、機械ねじ８２を使用して、ベースフレーム５の内面３１上に設け
られた挿入部品５０の中に、心立てピン７１がねじ込まれ、ベースフレーム５と配置プレ
ート７０との間の機械的基準として機能する。この目的のために、心立てピン７１は、円
形筒状シャンク区分７９および連続的環状カラー８０を含み、環状カラー８０はシャンク
区分７９に軸方向に接し、環状面８１を含む。環状カラー８０が、配置プレート７０の２
つの側面７７の間の配置のために設けられ、それによって、配置プレート７０の最長縁部
８３の方向におけるベースフレーム５に対する配置プレート７０の位置合わせを確実にす
る。環状面８１が、各心立て凹部７２、７３の内面７８と接触するために設けられ、それ
によって、配置プレート７０の最長縁部８３に対して横方向における位置合わせを確実に
する。
【００４５】
　好適には、図示される実施形態の中のように、シャンク区分７９の外側直径から心立て
凹部７２の側面７７の距離について公差は、非常に緊密であるように選択され、その結果
、シャンク区分７９と心立て凹部７２の側面７７の相互作用が、固定軸受けを生成し、そ
れによって、最長縁部８３の方向において、配置プレート７０のベースフレーム５に対す
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る位置が固定される。同様に、シャンク区分７９の長さおよび心立て凹部７２の最長縁部
８３から内面７８の距離が緊密な公差で設定され、その結果、最長縁部８３に対して横方
向であって水平方向の固定支承が生成され、最長縁部８３に対して横に水平方向へベース
フレーム５に対する配置プレート７０の配置を決定することができる。更に、心立て凹部
７３の側面７７の距離の公差、および最長縁部８３と心立て凹部７３の内面７８との間の
距離の公差も、心立てピン７１と共に、最長縁部８３に沿って、かつそれに対して直角に
浮動支承が生成されるように選択されて、ベースフレーム５に対する配置プレート７０の
ための静的適合性を回避することができる。更に、配置プレート７０を載置装置６に嵌合
するために、配置プレート７０が、その心立て凹部７２、７３と共に心立てピン７１上に
最初に吊設され、その後、載置装置６にボルトで固定され得る。次いで工作物パレット７
が、配置プレート７０の例えば、止まり穴によって説明され得る凹部８４の中に、詳細に
は示されない方法で配置され得る。
【００４６】
　以下に詳細に説明される収納棚ユニットは、ベースフレームを備え、ベースフレームは
、従来の設計とは対照的に、複数の構成要素および組立体からなるのではなく、複雑なス
テップで組み立てられる必要がなく、鋳造工程の中で完全な構成要素として製造される。
これによって、この最終的組立てに伴う労力および費用をかなり低減する。近代的な鋳造
方法を使用することで、収納棚ユニットの組立て中に仕上げ作業を全く必要としないよう
な高い精度で、鋳造部品を製造し得る。結合手段および／または心立て手段を使用して、
十分配置精度で、ベースフレームを更にオートメーションシステムの隣接する組立体に嵌
合することができる。これによって、オートメーションシステムの設立中の取付け作業お
よび測定作業に伴う労力および費用を最小にする。人工石ベースフレームは、単一のプレ
ハブ構成要素からなるが、載置装置は、収納される物品によって挿入部品を用いることに
よって異なる高さに柔軟に適合され得る。鋳造ベースフレームは、塗装可能であり、その
結果、視覚的および安全性の理由のために金属シートクラッディングの必要がほとんどな
い。
【００４７】
　「オートメーションシステム」という用語は、加工ユニット、好適には加工工具に機能
的に結合されるシステムを言う。オートメーションシステムは、加工ユニットのための工
作物および／または工具を少なくとも１つの収納棚ユニットの中に収納する仕事、および
必要に応じて、それらをマシニングセンタと自動的に交換する仕事を引き受ける。その用
語は、パレット上に配置された個々の工作物および／または複数の工作物を交換すること
ができるオートメーションシステムを包含する。
【００４８】
　「収納棚ユニット」という用語は、取扱装置または産業ロボットによって自動的載荷お
よび除荷のために必要な構成要素を含むオートメーションシステム向けの棚を言う。収納
棚ユニットは、特に固定棚スタンド、左手棚側部および右手棚側部、ならびに工具、工作
物および／または工作物パレット用の１つまたは複数の収納位置を含む載置装置を備える
。収納棚ユニットは、それを運搬するための装置、および／または覗き窓、および／また
は収納棚ユニットをオートメーションシステムの追加の組立体に結合するための機械的接
合部分、および／または上面上の金属シートクラッディングを更に備え得る。
【００４９】
　「ベースフレーム」という用語は、棚側部および棚スタンドを備える構造を言い、棚ス
タンドは、収納棚ユニットの重量を担持する組立体である。棚スタンドは、例えば、追加
の脚によって立ち、および／または結合要素を介して収納棚ユニットに隣接する追加の組
立体に結合され得る。
【００５０】
　「人工石」という用語は、特に、鉱物骨材を用いて鉱物結合またはポリマー結合された
材料を説明し、人工石材料は鋳造工程の中で成形される。これは、例えば、鋳造鉱物（ポ
リマーコンクリート）など、セメント含有または樹脂結合コンクリート材料を含む。
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【００５１】
　「浮動取付け」という用語は、少なくとも１つの軸方向へ１つまたは複数の浮動軸受け
による配置を言う。載置装置６は長手方向軸線５６に沿って変位可能であり、したがって
棚側部１０上に浮動するように取り付けられる。このようにして、載置装置６の歪みから
生じる可能性がある、載置装置６から棚側部１０の中へ引張力の導入が回避される。
【符号の説明】
【００５２】
　　１　加工ユニット
　　２　ロック装置
　　３　オートメーションシステム
　　４　収納棚ユニット
　　５　ベースフレーム
　　６　載置装置
　　７　工作物パレット
　　８　工作物
　１０　棚側部
　１１　端領域
　１２　結合プレート
　１４　棚スタンド
　１５　下側面
　１６　スタンドブロック
　１７　上側面
　１８　保護カバー
　２０　狭い前面
　２１　端面
　２２　突出部
　２３　表面
　２４　凹部
　２５　最長縁部
　２６　後側
　２７　支持プレート
　３０　拡幅部
　３１　内部後面
　３２　傾斜面
　３３　最大内部側面
　３４　最長縁部
　３５　傾斜面
　３６　Ｌ字形脚短辺
　３７　壁厚
　３８　壁厚
　３９　中心支持プレート
　４０　上部支持プレート
　４１　上端領域
　４２　凹部
　４３　透明な覗き窓
　４４　最大外部側面
　４５　Ｌ字形脚長辺
　４６　外部後面
　５０　挿入部品
　５１　水平方向
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　５２　第１のピッチ
　５３　垂直方向
　５４　第２のピッチ
　５５　雌ねじ
　５６　長手方向軸線
　５７　支持棒
　５８　機械ねじ
　５９　最長縁部
　６０　金属シート部分
　６１　中心軸線
　６２　下側
　６３　補強輪郭
　６４　支持プレート
　６５　最大面
　６６　開放凹部
　６７　閉鎖凹部
　６８　ねじ付きブッシュ
　７０　配置プレート
　７１　心立てピン
　７２　心立て凹部
　７３　心立て凹部
　７４　最大面
　７５　下側
　７６　上側
　７７　側面
　７８　内面
　７９　シャンク区分
　８０　環状カラー
　８１　上方端領域
　８２　機械ねじ
　８３　最長縁部
　８４　凹部
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